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「細則２－11 圧縮水素充塡設備を設置する給油取扱所の自主保安基準」の解説 

 

圧縮水素充塡設備は、水素自動車等に水素を充塡するための設備です。平成 17年国通知により、

圧縮水素充塡設備を設ける給油取扱所に係る運用が示されました。 

当該通知を受け、圧縮水素充塡設備を設置する給油取扱所は、保安管理等の基準である細則 2－

11を定める必要があります。 

関係通知：【平成 17.３.24 消防危 62】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 危規則第 27 条の５第７項第１号ニ（ｅ－Ｇｏｖ法令検索） 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334M50000002055_20220101_503M60000008071#Mp-At_27_5 

圧縮水素スタンドのディスペンサ

ー及びガス配管を給油空地に設置す

る場合は、予防規程に定めてくださ

い。 

施設の実態に応じて変更、削除して

ください。また、特記すべき事項があ

る場合、追加で記載してください。 

危規則第 27 条の５第７項第１号ニ

（＊１参照）の規定により、固定給油

設備は、「１回の連続したガソリン等

の給油量が一定の数量を超えた場合

に給油を自動的に停止する」ことがで

きる必要があります。 

１回の連続したガソリン等の給油

量の上限は、100Ｌを標準とし、施設の

実態を勘案して設定してください。 

なお、ガソリン等とは、ガソリン、 

第四類の危険物のうちメタノール若

しくはこれを含有するもの及び第四

類の危険物のうちエタノール若しく

はこれを含有するものを指します。 

 

 

改質装置を設置し、暖機運転を遠隔監視する場合は、

(2)の内容を予防規程に定めてください。 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334M50000002055_20220101_503M60000008071#Mp-At_27_5
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改質装置の遠隔監視をする場所を

記載してください。アからウまでの内

容を予防規程に定めてください。 


